
　生産された畜産物が基準値を超えることがないよう、給与される飼料について、放
射性セシウムを指標として暫定許容値が設けられています。
　また、養殖魚用の餌についても、畜産物の飼料と同様、暫定許容値が設けられてい
ます。
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